
 

千葉市病院局公告第７号  

 令和２年度及び令和３年度において、千葉市病院局が発注する小規模修繕の受注希望者

の登録並びに資格審査の申請時期及び申請方法等について、次のとおり公告します。 

 

  令和２年３月１６日  

 

                千葉市病院事業管理者 齋 藤 康 

 

１ 小規模修繕の参加に必要な登録要件、資格審査の申請時期及び申請方法等について 

  小規模修繕の参加に必要な登録要件、資格審査の申請時期及び申請方法等について 

 は、令和２年３月１６日付け千葉市公告第１８３号（以下「小規模修繕業資格公告」 

 という。）に定められているとおりとする。この場合において、小規模修繕資格公告 

 ５の資格審査の申請方法については、市長への申請をもって千葉市病院事業管理者へ 

 の申請があったものとし、小規模修繕資格公告７の資格審査の結果の通知及び名簿の登

載等については、名簿の登載がされたことをもってこれに代えるものとする。  

２ この公告に関する問い合わせ先  

（１）千葉市病院局の小規模修繕資格申請に関する問い合わせ先 

      千葉市病院局経営企画課総務班 

      電話 ０４３－２４５－５７４９  

（２）千葉市の小規模修繕資格申請に関する問い合わせ先 

      千葉市財政局資産経営部契約課契約第二班 

      電話 ０４３－２４５－５０９０ 


